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契約者貸付の金利引き下げ（2021 年 4月 1日）について 

 

大同生命保険株式会社（社長：工藤 稔）では、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大に    

よるご契約者さまの事業等への影響が長期化している状況を踏まえ、2021 年 4 月 1 日より、契約者

貸付の金利を引き下げることを決定いたしましたので、お知らせします。 

当貸付金利の引き下げは、既にご利用中の貸付および 2021 年 3 月 31 日までにご利用を開始される

貸付にも適用いたします。 

2020 年 2 月 18 日からの「契約者貸付（新規貸付）の利息免除のお取扱い」につきましては、

2020 年 12 月 31 日までの期間で、のべ 11,500 名（合計約 870 億円）のご契約者さまに   

ご利用いただきました。 

当取扱いは 2021 年 3 月 31 日をもって適用期間を終了し、2021年 4月 1日以降は、引き下げ

後の貸付金利を適用いたします。 

（新規貸付の受付期間は 2020 年 12 月 31 日をもって終了しております。） 

今後も大同生命では、各種お手続きや、ご利用いただける制度の利便性向上に努め、より多くの 

お客さまに安心・満足をお届けできるよう、取り組んでまいります。 

 

記 

○契約者貸付の金利引き下げ 

・契約日に応じ、下表のとおり、引き下げます。 

契約日 現行の貸付金利 引き下げ後の貸付金利※ 

～1994 年 4 月 1 日 5.75％ 4.75％～5.50％ 

1994 年 4月 2日～1996 年 4月 1 日 4.75％ 3.75％ 

1996 年 4月 2日～1999 年 4月 1 日 3.75％ 2.75％ 

1999 年 4月 2日～ 3.00％ 2.25％ 

※増額配当付特殊終身保険、変額保険、新養老保険、契約日が 1998 年 10 月 2 日から 1999 年 4 月 1日 

までの一時払の終身保険および契約日が 1999 年 4 月 1日以前の 5年ごと利差配当付保険を除く。 

 

＜「契約者貸付制度」について＞ 

・解約払戻金の一定の範囲内で、ご契約者が現金貸付を受けることができる制度です。 

・保険契約を継続することで必要な保障を確保しながら、一時的な資金が必要な場合にお役立ていただけます。 

 

○実施日 

・２０２１年４月１日（木） 

以 上 

〔ニュースリリースに関するお問合せ先〕 広報課（kouhou@daido-life.co.jp） 


